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１ 平成２５年度決算 
  平成２５年度の一般会計決算は、歳入約４６７億円、歳出約４３６億円で、翌年度への繰り

越し分を差し引いた実質収支は約２３億円の黒字になりました。 
 財源を見てみると、自主財源と依存財源の比率は６：４、歳入に占める市税の割合は４４％で

あり健全な財政運営です。 
 財政の豊かさを示す財政力指数は０.８６２、財政の柔軟性を示す経常収支比率は８３.１％、

借金の返済度合いを示す実質公債費比率は０.７％となりました。 
 
２ 条例の改正 
（１）子ども・子育て支援法の２７年４月からの施行に伴い、幼稚園・保育所に加えて認定子ど

も園や地域型保育の運営基準が決められますが内容的に大きな変更はありません。 
（２）旅費条例を「総則、国内旅行の旅費、国外旅行の旅費、雑則」の章立てにし、旅費の範囲

及び支給基準を明確にすることになりました。 
 
３ スパークの一般質問 
  １０月１７日の一般質問において次のことを質問しました。 
（１）経常収支比率と実質公債費比率が急に改善した理由 
  ・なぜ質問したのか。 
   人件費、扶助費（社会福祉費）、公債費（地方債の借金）など

の義務的経費（毎年、支払いが決められている経費）が増加し

ているため経常収支比率が悪くならなければならないのに改

善しているからです。 
   地方債の返済額が減少した訳でもないのに、実質公債費比率が改善しているからです。 
  ・執行部からの回答 
  経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が、一般財源や臨時財政対策

債（将来、地方交付税として公布が予定される地方債）の合計額に対し、どの程度の割合

になっているかを見ることにより、財政の弾力性（突然の出費にどれだけ耐えられるか）

を見るものです。 
経常収支比率が昨年の９１.９％から８３.１％に改善したのは、臨時財政対策債を発行限

度額まで発行したことによるもので義務的経費の減少によるものではありません。 
実質公債費比率は、実質的な公債費が標準財政規模（各家庭の年収に相当）に対しどの程

度の割合となっているかを見ることにより、財政の早期健全化を判断するものです。 
実質公債費比率が昨年の２.０％から０.７％に改善したのは、地方債の前倒し返済に伴う

 



地方交付税の一時的増加が原因であり、借金の返済額が減少した訳ではありません。 
（２）介護ロボットなどの研究開発支援を充実させては 
  ・なぜ質問したのか。 
   高齢化社会になり介護を必要とする方が増えているのに、介護する方が不足しています。 
   介護する方の肉体的、精神的負担を軽減するために、介護ロボットなどを開発し導入する

ことを考えています。 
・執行部からの回答 
 本市はＶＲテクノセンターの「認知症の方の見守りシステム」、今仙技術研究所の「移乗

介助機器の導入実証」を支援しています。 
今仙技術研究所の歩行支援機「アクシブ」は販売開始以来、大変な注目を集めています。 
東京ビッグサイトで開かれる福祉機器の総合展示会における介護市場関係者とのビジネ

スマッチングを支援していきます。 
市内介護施設に「認知症の方の見守りシステム」を導入し実証試験に協力いただきます。

そして、「認知症の方の見守りシステム」に対する介護現場からの率直な意見をいただき

機器開発に反映していけるよう調整中です。 
 今後、産業振興の観点から展示会出展事業や国からの補助金獲得支援をしながら、市内介

護施設に対し、先端機器の開発状況や導入促進に係る情報を提供していきます。 
（３）国民保護計画と地域防災計画の整合性について 
  ・なぜ質問したのか。                  
   国民保護計画と地域防災計画はそれぞれ作成されていますが、突発事態発生時には、混乱

して情報収集が難しくなるので、対策本部立ち上げまでの手順を整理したほうがいいので

はないかと思っています。 
  ・執行部からの回答 
   市には突発事態発生に対応する計画として地域防災計画、

国民保護計画、危機管理対応マニュアルがあるが、手順や

対象となる関係職員は異なっています。 
   どのような突発事態が発生しても迅速かつ統一的対応が出

来るよう、職員招集の体制や名称を検討し適切な運用を目

指していきます。 
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